令和８年度　教育相談チェックシート
確認日　　　　　　　　月　　　　　　　　日

申込みにあたって、以下の内容を在籍校と保護者で確認してください（提出する必要はありません）。

	確認事項
	わかった

	教育相談では、以下のことを行います。
・児童生徒の実態把握と相談内容の整理
・特別支援教育に関する情報提供
・教育的な指導・支援についての相談
	

	※　就学相談（学びの場）や通級相談（特別支援教室）の申込みの適否を決定するものではありません。
	

	面談者が、検査の必要性について判断し、提案することがあります。
※　検査が目的の場合は、他の関係機関（医療・福祉機関）を活用してください。
	

	保護者が作成した申込書を学校が受け取ったのち、学校が電子申請を行います。
	

	受付処理完了後、担当者から保護者に日程連絡があります。
※　申込みが集中する時期は、連絡までに時間がかかります。
※　特別支援教育相談センターの連絡先（093-921-2230）を登録してください。
	

	相談は、夏季・秋季・冬季の休業日や学校行事の振替休日・学級閉鎖等の休業日を除く、平日に行います。
※　本人やご家族の体調が悪い場合は、来所をお控えください。改めて日程調整を行います。
	

	相談開始は、９時、１０時３０分、１３時３０分、１５時からのいずれかで、１時間程度となります。相談時間は、出席扱いとなります。
	

	持参物は、児童生徒の様子が分かるもの（学習ノート等）、水筒、上履き等、必要に応じてご準備ください。
	

	児童生徒の実態や支援方法、申込時期などによって相談回数は異なります。基本的に２回目以降の相談は、手立てや支援に取り組んだ後、必要性に応じて日程調整を行います。
	

	面談において助言・提案した手立ては、保護者と学校で話し合い、取り組み方を検討していきます。
	



※この教育相談チェックシートは、保護者が保管してください。

